
○学校指定のジャケット・スラックス・スカート・ワイシャツ・ブラウス・ベスト・セーターを基本とする。

　・ワイシャツ・ブラウスは裾を出さない。

　・ワイシャツ・ブラウスの下に着るアンダーシャツは白・黒・紺とする（ハイネックタイプは不可）。

　・スカートは最短で膝にかからなければならない。

　・ベスト・セーターは天候を考えて着用する（学校指定のみ）。

○学校指定の半袖ワイシャツ、半袖ブラウス、ポロシャツも着用可とする（式典・集会等にも着用可）。

　・ワイシャツ・ブラウスは裾を出さない。

　・半袖ワイシャツ・半袖ブラウス・ポロシャツは裾を出してもよい。

○スラックス着用の場合は白・黒・紺としワンポイントまで可とする。

○スカート着用者は式典等の正装時は指定靴下とし、正装時以外の靴下は同型同色で無地の靴下（ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ不可）も認める。

○登下校時は、安全性を考えサンダルやハイヒール等は認めない。また、盗難防止の観点から高価・華美なものは避ける。

○通学用の防寒着は高校生らしく、華美でないものとする（パーカーは不可）。

○男子は襟・目・耳にかからない。

○女子は目にかからない。髪を束ねる場合はゴム（華美でないもの）を使用する。

　・自然な状態を逸脱する場合は必ず束ねる。

○頭髪等は自然の状態を心がける（眉剃り、パーマ、染色、整髪料等は禁止）。

【平　日】（４月～１０月）

　・部活動生徒であるなしに関係なく、登下校は制服とする。

【平　日】（１１月～３月）（部活動のない日は除く）

　・部活動生徒（男女）に限り「学校指定の体操着・部顧問指定のウエア」での登下校可。

　　ただし、登校時は朝練習のある部活動に限る。

【土日祝日・長期休業中】

　・模試・補習のない場合は登下校（ある場合は下校のみ）、部活動生徒（男女）に限り「学校指定の体育着・

　　部顧問指定のウエア」の着用を認める。

○学業に必要のないものは学校に持ち込まない。

○携帯電話は電源を切ってコモンスペースロッカーで保管する。帰りの清掃後は校舎を出て使用する。

○装飾品（ピアス、ネックレス、指輪等）や化粧（ファンデーション、色つきリップ、マニキュア等）は禁止する。

○爪は短く手入れをする。
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